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第５章 調査のまとめ及び今後の課題

第１章から第４章までの検討結果に基づき、１２号線延伸の効果、可能性等について取りまとめ

るとともに、延伸実現に向けた今後の課題を整理した。

５．１ 交通利便性から見た１２号線延伸の効果

⑴ 鉄道空白地域の解消・速達性の向上

練馬区北西部、新座市中央部は、「鉄道空白地域」でありながらも人口密度の高いエリアが

多く存在し（図５－１）、住民の移動は自動車、バス等に依存している状況である。

また、新座駅周辺地区は、利用できる鉄道路線が環状路線であるＪＲ武蔵野線に限定され、

都心への移動性がやや低い。

図５－１ 延伸地域における鉄道空白地域の分布状況（駅勢圏１ｋｍと想定）及び人口密度

資料）平成２２年国勢調査、国土数値情報 鉄道データ（国土交通省）、全国デジタル道路地図データ（２０１１年）

延伸地域から東京都心・副都心への移動においては、バスやＪＲ武蔵野線を介して放射鉄

道路線（西武池袋線、東武東上線等）に乗り継ぐため、移動距離に比して所要時間が長く、ま

たバス利用の場合は渋滞等の影響から所要時間が不確定である（図５－２）。
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【新宿駅への所要時間（朝ピーク時）】

【延伸前】

【延伸後】

図５－２ １２号線延伸による新宿駅までの所要時間の変化

－●－：（仮称）大泉学園町→新宿の所要時間と同程度の所要時間の駅（実線：現況、点線：１２号線延伸後）

－●－：（仮称）新座中央→新宿の所要時間と同程度の所要時間の駅（実線：現況、点線：１２号線延伸後）

－●－：新座→新宿の所要時間と同程度の所要時間の駅（実線：現況、点線：１２号線延伸後）
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１２号線延伸の効果

１２号線の延伸により鉄道空白地域が大幅に解消され（図５－１）、また、直接、放射鉄道

路線である１２号線への乗車が可能となり、東京都心・副都心への速達性が飛躍的に向上す

る。また、図５－２では、延伸区間の新駅から新宿駅までと同等の所要時間に相当する既設

路線の駅について、延伸前と延伸後で比較をしているが、延伸によって延伸地域の都心への

アクセス性が既設路線のより都心に近い駅と同等になることが分かる。

なお、行き先を１２号線の既設駅である六本木や青山一丁目等とした場合は、更に都心に

近い既設路線の駅と同等のアクセス性が確保される。

⑵ 既存鉄道路線との結節による多方向移動性の向上

現在、１２号線は光が丘駅が終点であり、光が丘地区から埼玉県や東京都多摩地域へ移動

する場合は、鉄道で都心を経由するか、バスを利用して東武東上線や西武池袋線を経由する

ことになる。

１２号線延伸の効果

１２号線の延伸によりＪＲ武蔵野線と結節することで鉄道網がネットワーク化され、光が

丘駅や延伸区間の新駅において移動方向の選択肢が増え、交通利便性の向上が期待される

（表５－１、図５－３）。

表５－１ １２号線延伸による光が丘駅から立川駅及び大宮駅までの所要時間の変化

注）立川駅、大宮駅に８時３０分頃到着の場合で所要時間を計算した。１２号線延伸線の所要時間並びに東所沢駅での乗換時間

は需要予測時に設定した値で計算した。

現 況 １２号線延伸線整備後

光が丘→立川 経路 光が丘→(大江戸線)→東中野→

（ＪＲ中央線各駅～快速)→立川

光が丘→(１２号線延伸線)→新座

→（ＪＲ武蔵野線)→西国分寺→

（ＪＲ中央線）→立川

所要時間 ６１分 ４７分

（むさしの号利用の場合は４３分）

光が丘→大宮 経路 光が丘→(大江戸線)→練馬→（西

武池袋線)→池袋→（埼京線）→

大宮

光が丘→(１２号線延伸線)→新座

→（ＪＲ武蔵野線)→武蔵浦和→

（ＪＲ埼京線）→大宮

所要時間 ５７分

（湘南新宿ライン利用の場合は５１分）

４６分

（むさしの号利用の場合は４２分）
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図５－３ １２号線延伸による光が丘駅から立川駅及び大宮駅までのルートの変化

（実線：現況、点線：１２号線延伸後）
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５．２ まちづくりから見た１２号線延伸の効果 

⑴ 各地域の課題を解決するまちづくり 

延伸地域では、まちづくりに関する様々な課題を抱えており、その内容は下記のとおりで

ある。 

・「大泉学園町などの練馬区北西部、新座市中央部」は鉄道空白地域となっているため、住民

の移動利便性の向上が課題となっている。 

・「新座市」は市域の中央部が市街化調整区域であり市街地が南北に分断されているため、市

域の一体化が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－４ 町丁目別人口の変化【平成１２年→平成２２年の変化量】 

 

１２号線延伸の効果 

１２号線の延伸により、延伸地域の東京都心・副都心へのアクセス性が高まり、都市の連

続性の確保、都市の再生、都市の活性化等が進み、まちづくり上の問題が解消される。
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凡 例 

    １，０００人以上増加 

    ５００人以上１，０００人未満増加 

    １００人以上５００人未満増加 

    １００人未満増加 

    １００人未満減少 
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    ５００人以上１，０００人未満減少 

    １，０００人以上減少 
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 ⑵ 地理的優位性をいかしたまちづくり 

延伸地域は、東京都心・副都心から比較的近い位置に在るという地理的優位性を有し、

かつ様々な用途に活用可能な土地が多いことから、都心居住の志向が進む中であっても

市街地開発のポテンシャルが高い地域である。 

また、延伸地域は武蔵野台地の強固な地盤上に位置しており（図５－５）、海や氾濫の

おそれのある河川の影響も受けにくい位置に在るため、地震や水害等の災害に強いまち

づくりが期待できるとともに、この地理的特性をいかした防災拠点の整備が可能な地域

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「表層地盤のゆれやすさマップ」（平成１７年１０月１９日、内閣府政策統括官(防災担当)） 

指標：計測震度増分の地域別分布状況（地震のゆれの強さの相対比較）（計測震度増分：各メッシュの直下で一律に    

M６．９の地震が発生した場合、各地の平均よりもやわらかい地盤に対して、地表でのゆれが深部（工学的基盤）で

のゆれに対して大きくなる割合。） 

 

１２号線延伸の効果 

１２号線の延伸により、東京都心・副都心へのアクセス性が高まることで新たな市街地開

発が進み、都心から比較的近い位置に在り、また、災害に強いという地理的優位性をいかし

た安全で安心な質の高い住宅地が形成される。このことにより他の地域との差別化が図られ、

定住者が増加して１２号線の需要が増加する。 

また、延伸による車両の増備に伴い車両基地の整備が必要となるが、延伸地域には市街化

されていない様々な用途に活用な土地が多いことから、その用地の確保が可能である。 

さらに、大地震発生時においては、並行する他の鉄道路線の代替機能を果たすことができ、

帰宅困難者対策を始め、防災面で大きな役割を担う効果が期待される。 

 

 

図５－５ 

地震発生時のゆれの強さの相対比較 

（表層地盤のゆれやすさ） 

：延伸地域 
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 ⑶ 関越自動車道の存在をいかしたまちづくり 

延伸地域の近傍には広域の輸送手段である関越自動車道が存在するため、都心への輸送手

段である１２号線と連携させることができれば、都心と北関東方面をつなぐ広域的な交通 

ネットワークの形成による様々な効果が期待される。両者を連携させるために、関越自動車

道の新座料金所付近にスマートインターチェンジを整備し、（仮称）新座中央駅付近の大型駐

車場に結節させ、パークアンドライドシステムを構築することが有効であると考えられる。 

 

１２号線延伸の効果 

１２号線の延伸及び新座料金所付近におけるスマートインターチェンジの整備が実現すれ

ば、１２号線と関越自動車道の結節により、（仮称）新座中央駅においてパークアンドライド

システムが構築され、北関東方面から都心への速達性が向上して１２号線の需要が促進され

る。これに併せて同料金所から都心方面への渋滞緩和や、排気ガス等の環境負荷が軽減され

る効果も期待される。 

また、⑵の内容とも関連するが、この結節により、『都心⇔１２号線⇔延伸地域の防災拠点

⇔関越自動車道⇔北関東方面』を範囲とする緊急輸送ネットワークが形成され、災害時の迅

速な救援活動が可能となる。 

 

⑷ 広域的な都市機能の向上に資するまちづくり 

延伸地域を取り巻く鉄道整備済地域は既に市街地化されているところが多く、地域で不足

する施設の整備に必要な用地の確保が難しいが、延伸地域は東京都心・副都心と距離的に近

接しながらも様々な用途に活用可能な土地が多いことから、新たな施設の整備が可能である。 

このことを念頭に延伸地域で整備すべき施設を考えると、延伸地域のみならず埼玉県南西

部、東京都多摩地域等を含む広域的視点においても不足する施設（例：第三次救急医療施設、

大規模商業施設）が有効と考えられ、その整備により、延伸地域が広域的な都市機能の向上

に資する地域となる（図５－６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－６ 東京都・埼玉県南部地域における第三次救急医療機関及び商業施設の立地状況 

資料）国土数値情報 鉄道データ（国土交通省）、全国デジタル道路地図データ（２０１１年） 
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      鉄道（駅） 

      １２号線延伸ルート（新駅） 
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１２号線延伸の効果 

「１２号線の延伸」と「広域的視点において必要な施設（第三次救急医療機関、商業施設

等）の立地」により延伸地域の都市的な価値が高まり、これを契機として様々な施設の立地

が進み、新市街地の入居促進、既存市街地における商業・サービス機能の集積による定住者

の増加、広域的都市機能の向上による来訪者の増加などによって１２号線の需要の増加が期

待される。 

 

⑸ 少子高齢化・人口減少に対応したまちづくり 

延伸地域の市区における６５歳以上の人口割合について、「既存の鉄道駅に近い地区」と「既

存の鉄道駅から離れた地区」で比較すると、「既存の鉄道駅から離れた地区」の方が高い傾向

にある（図５－７）。「既存の鉄道駅に近い地区」では１０％～２０％の地区（   ）が多

く、「既存の鉄道駅から離れた地区」では２０％～３０％の地区（   ）が多い。 

「既存の鉄道駅から離れた地区」は、通勤等に不便なため、今後も若い世代の転出の更な

る増加が危惧される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－７ 町丁目別高齢化率（６５歳以上割合）【平成２２年】 

資料）国勢調査 

 

１２号線延伸の効果 

１２号線の延伸により、延伸地域から東京都心・副都心等へのアクセス性が高まり、特に

若年層の定着促進が図られ、転入人口も増加して多様な世代が住む活力あるまちが形成され

る。
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凡 例 

    ５０％以上 

    ４０％以上５０％未満 

    ３０％以上４０％未満 

    ２０％以上３０％未満 

    １０％以上２０％未満 

    １０％未満 

 

（参考）６５歳以上割合(平成２２年) 

全 国 ： ２５.７％ 

東京都 ： ２３.０％ 

埼玉県 ： ２２.３％ 
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 ⑹ 自然・歴史等の地域資源をいかしたまちづくり 

延伸地域は、鉄道空白地域であるため開発されていない場所が多く、武蔵野の面影を

残す雑木林などの自然が多く残り、また平林寺などの歴史・文化的に価値のある地域資

源が豊富に存在する。 

昨今、都心回帰の志向が強まる中でも、単に利便性のみを追求するのではなく、自然

の中でゆっくりと人間らしく生活するようなスローライフの考え方が重視されているこ

とから、都心で働く人々などがこのようなライフスタイルを実現するため、上述の地域

資源を求めて定住、来訪することが考えられる。 

 

１２号線延伸の効果 

１２号線の延伸により、延伸地域は、東京都心・副都心へのアクセス性が高まり、また、

自然などの地域資源の存在によりスローライフが可能なまちとなる。これにより、延伸地域

が都心から同距離に在る他の地域と差別化され、健康的な生活を求める定住者の増加により

輸送需要の確保が見込まれる。 

さらに、これらの地域資源は、住民のみならず来訪者にも癒しをもたらすことから、延伸

地域が首都圏の憩いの場となり、結果として輸送需要が増加する効果もある。 

 

５．３ １２号線延伸による防災性の向上 

⑴ 地理的・地形的な優位性 

 延伸地域は武蔵野台地上の強固な地盤上に位置しており（図５－５）、また、海や氾濫のお

それのある河川の影響も受けにくい位置に在るため、地震や水害等の災害に強い（図１－３

９）。そのため、人々が安全に安心して暮らせるまちの形成が期待できるとともに、災害時に

有効に機能する防災拠点の整備も可能である（５．２．⑵）。また、この地域は、東京都心・

副都心と距離的に近接しながらも様々な用途に活用可能な土地が多く、災害時に拠点施設と

なる救急医療施設などの立地が可能である。 

 

⑵ 延伸地域に立地する機能との連携 

 こうした地理的・地形的な特性に加えて、延伸地域には、広域の輸送手段である関越自動

車道が存在し、これを１２号線と結節させることで、『都心⇔１２号線⇔延伸地域の防災拠点

⇔関越自動車道⇔北関東方面』を範囲とする緊急輸送ネットワークの形成が可能となり、災

害時の迅速な救援活動に寄与することができる（５．２．⑶）。さらに、延伸地域には、災害

時等有事の際に救援活動や復旧活動の要となる陸上自衛隊朝霞駐屯地や埼玉県新座防災基地

が存在することから、１２号線との連携により、東京都心・副都心部への物資や人員の輸送

等も想定でき、首都機能の復旧を担う拠点としてのポテンシャルを備えている。 

 

⑶ 鉄道路線の代替性の確保 

   東日本大震災では、首都圏の鉄道路線の多くが不通となり、運転再開が翌日になった路線

もある中で大江戸線は早期に復旧したことから、地震災害時等において、並行する東武東上

線や西武池袋線など、他の鉄道路線の代替機能を果たすことが想定でき、帰宅困難者対策に

大きな役割を果たすことが可能である。
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５．４ 新駅周辺地域におけるまちづくり 

５．１、５．２及び５．３で示した１２号線延伸による効果の内容を踏まえ、延伸区間の新駅

周辺のまちづくりについて検討した。まちづくりは、東京都心・副都心等に通勤する人々等にと

って質の高い居住の場として、また、医療、教育、文化、商業業務などの様々な機能の立地によ

り、住民の日常生活の利便性確保と余暇活動等を楽しむことができるまちを目指す。そのため、

既に市街化されている地域においては、高度利用や新たな付加価値により人口増加を促進し、未

開発の地域においては、地域の特性を最大限にいかすための施設、また、広域的視点において補

うべき施設を配置する方針とした。これに基づく各新駅周辺のまちづくりを以下に示す。 

 

① (仮称)土支田駅 

まちづくり方針 ・土地利用は、現行計画の都市計画用途に準ずる。 

・補助２３０号の整備に伴い、沿道型土地利用の形成を計画的に促進 

・駅前周辺に、生活拠点としてふさわしい商業集積を図り、市街地形成を促進 

交通体系

整備方針 

１２号線 

延伸線 

・本線部分は、補助２３０号の地下空間を利用した地下構造 

・(仮称)土支田駅についても、補助２３０号の地下空間を利用して設置 

道路網 ・既定計画の補助２３０号により、光が丘、笹目通り方面や大泉学園町方面とのアクセス性向上

を図るとともに、(仮称)土支田駅への良好なアクセス性を確保 

・補助２３０号に接続する駅前広場を整備し、１２号線延伸線との乗換利便性を確保 

 

② (仮称)大泉町駅 

まちづくり方針 ・土地利用は、沿道型土地利用の形成を計画的に促進 

・駅前周辺に、生活拠点としてふさわしい商業集積を図り、市街地形成を促進 

交通体系

整備方針 

１２号線 

延伸線 

・本線部分は、補助２３０号の地下空間を利用した地下構造 

・(仮称)大泉町駅についても、補助２３０号の地下空間を利用して設置 

・現段階では、駅位置を補助２３０号と外環道との交差部付近としているが、具体的な駅位置は

今後更に検討 

道路網 ・既定計画の補助２３０号により、光が丘、笹目通り方面や大泉学園町方面とのアクセス性向上

を図るとともに、既存の外環道側道により、(仮称)大泉町駅へ東西・南北の両方向からのアク

セス性を確保 

・交通結節点機能の検討を進め、１２号線延伸線との乗換利便性を確保 

 

③ (仮称)大泉学園町駅 

まちづくり方針 ・土地利用は、沿道型土地利用の形成を計画的に促進 

・駅前のから補助１３５号（大泉学園通り）沿道では、近隣住民の買い物や日常生活の便に供す

る商業・生活支援サービス機能を配置 

交通体系

整備方針 

１２号線 

延伸線 

・本線部分は、補助２３０号の地下空間を利用した地下構造とする。なお、大泉学園町６丁目の

新座市境付近においては、導入空間となる幹線系道路網が存在しないため、本調査においては、

民地の地下空間を通すことと想定 

・(仮称)大泉学園町駅については、補助２３０号の地下空間を利用して設置 

道路網 ・既定計画の補助２３０号により、光が丘、笹目通り方面や西武池袋線沿線方面とのアクセス、

補助１３５号の整備により、西武池袋線大泉学園駅、朝霞市方面とのアクセス性向上を図り、

東西・南北の両方向から(仮称)大泉学園町駅へのアクセス性を確保 

・交通結節点機能の検討を進め、１２号線延伸線との乗換利便性を確保 
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④ (仮称)新座中央駅

(仮称)新座中央駅周辺地区整備イメージ

まちづくり方針 ○駅を中心とした約９０ｈａを土地区画整理事業区域として市街地整備

・駅前付近に集客力の高い文化芸術施設、医療施設、商業・業務施設等を配置するほか、新

たな市のシンボルとなることを目指した緑の空間（庭園）を配置

・地区の西部、野火止２丁目には大学を誘致しまちのにぎわいを創出。また、防災備蓄倉庫

を併設した公園を配置し、災害時には防災拠点として周辺機能と連携

・駅周辺部は集合住宅中心の住宅地域とし、東京都心・副都心などで働く人の居住機能を配置

交通体系

整備方針

１２号線

延伸線

・本線部分は、新設する道路１の地下空間又は地上空間を利用

・土地区画整理事業区域外の西側、(仮称)清瀬北部駅側に１２号線延伸線の車両基地を配置

道路網 ・土地区画整理事業区域を囲み、まちの外郭を形成する道路を配置

・鉄道と端末交通手段との連携、地区内の移動に資するよう、(仮称)新座中央駅アクセス道

路を配置

・駅上部の道路１及び道路３交差点付近に駅前広場を配置し、１２号線延伸線との乗換利便

性を確保するため、周辺の既存市街地と結ぶバス路線の設定を想定した駅前広場を導入

・関越自動車道へのスマートインターチェンジの設置を想定し、駅前にパークアンドライド

用駐車場を整備

凡例
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⑤ 新座駅

新座駅周辺地区整備イメージ

まちづくり方針 ○駅周辺の４地区（新座駅南口、新座駅北口、大和田二・三丁目、菅沢）について、土地区画整

理事業（整備済を含む）による市街地整備

・新座市北部の拠点の玄関口として、駅周辺に商業・業務等の機能を配置するとともに、、周辺

住民や鉄道利用者の日常生活の便に供する商業・サービス機能を立地

・商業地域の背後には中層住宅、さらに、その周辺には低層の戸建住宅地区を配置

・国道２５４号沿道では、沿道型商業・業務機能を配置

・大和田二・三丁目地区では国道２５４・４６３号英インターチェンジへの近接性を活かした工

業・流通系機能を配置

・菅沢地区の市街化編入を図り、低層の戸建住宅中心の地区として整備

交通体系

整備方針

１２号線

延伸線

・本線部分は、平林寺南側の野火止二丁目、平林寺西側の野火止三丁目、菅沢一丁目を縦断し、

新座市道第１２－０６号線（恵山通り）を経てＪＲ武蔵野線新座駅に接続する。

道路網 ・都市計画道路及びその他の既存道路を各土地区画整理事業地区の外郭を形成する道路として位

置付ける。

・鉄道と端末交通手段との連携、地区内の移動に資する道路として、次に示す道路を位置付ける。

・駅前の南口駅前広場（整備済）、北口駅前広場（事業中）により、周辺の既存市街地や拠点と

結ぶバス路線の導入、スムーズな自動車アクセスを実現し、１２号線延伸線との乗換え利便性

を確保する。

凡例
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５．５ 採算性から見た１２号線延伸の可能性

５．５．１ 概要

１２号線延伸の採算性については、需要予測及び当該予測の結果に基づく収支計算によって

検討した。需要予測については、延伸区間の運賃設定の違いを基に設定したケースごとに行っ

た（表５－２）。

表５－２ 採算性検討結果概要

（※ 既設区間増収の有無が受益相当分割合１００％の場合）

※ ケース２-１は、開業２５年目で単年度黒字に転換するものの３０年ごとに車両の更新費が発生するため、償還は不可能となる。

延伸区間の運賃の設定については、「延伸区間のうち(仮称)大泉学園町駅から新座駅までの

区間を第３セクターとして運営した場合」、「延伸区間のうち(仮称)大泉学園町駅から新座駅ま

での区間に加算運賃を課す場合」、「現在の東京都交通局の運賃体系と同じにした場合」、に分け

て設定した。

収支計算については、需要予測で算出した延伸区間の利用者数、運行計画、営業収入・営業

経費、事業費、財務分析条件等を考慮して行い、「延伸部分のみの単独収支を基本とした場合」

と「１２号線延伸による既設区間（既存の大江戸線、その他の都営地下鉄線）の受益相当分（増

収分）を収入として加算する場合」に分けて実行した。

ケース
１２号線延伸線

整備形態

延伸区間

運賃

構

造

既設

区間

増収

効果

償還可否
単年度

黒字転換年

(開業○年目)

償還年

（開業○年目）
３０

年

４０

年

１

１

一部区間整備

（光が丘駅～

（仮称）新座中央駅）

第３セクター

地

下
－ × × 黒転しない 解消しない

高

架
－ × × 黒転しない 解消しない

２
都営加算

(２０円／ｋｍ)

地

下

無し × × 黒転しない 解消しない

有り × ○ １０ ３８

高

架

無し × × 黒点しない 解消しない

有り × ○ １０ ３８

３ 都営通算

地

下

無し × × 黒転しない 解消しない

有り × ○ １２ ４０年目以降

高

架

無し × × 黒転しない 解消しない

有り × ○ １２ ４０年目以降

２

１

全区間整備

（光が丘駅～新座駅）

第３セクター

地

下
－ × × ２５ 解消しない※

高

架
－ × × ２４ 解消しない※

２
都営加算

(２０円／ｋｍ)

地

下

無し × × 黒転しない 解消しない

有り ○ ○ ９ ２５

高

架

無し × × 黒点しない 解消しない

有り ○ ○ ８ ２４
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５．５．２ １２号線延伸線整備に必要な条件

収支計算の結果は、「既設区間の受益相当分（増収分）の加算の有無」、「加算運賃の有無」の

違いにより大きな差が生じた（表５－２）。この結果から、１２号線延伸線の整備に必要な条件

を整理すると下記のとおりとなる。

■１２号線延伸の収支面において必要な条件

○既設区間の増収効果

既設区間の増収効果を見込むことが必要である。

○運賃の加算

都営通算運賃では３０年以内での償還はできず、加算運賃を課すことで３０年以内の

償還が可能となる（既設区間の増収効果を見込む場合。）。

なお、この場合において、既設区間の受益相当分のうち、最低でも８７％を収入とし

て見込むことが必要である。

○構造

一部高架構造の方が全線地下構造よりも事業費は安価であり、償還期間が僅かに短縮

されるが、全線地下構造でも３０年での償還は可能である（既設区間の増収効果を見込

む場合。）。

なお、一部高架構造は、側道の整備等に新たな経費が必要となる。
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図５－８ 資金過不足累計の経年予測（表５－２ケース２－２）

（整備区間：光が丘駅～新座駅、全線地下構造、既設区間増収効果 100％、都営加算運賃（20 円/km））

図５－９ 資金過不足累計の経年予測（表５－２ケース２－２）

（整備区間：光が丘駅～新座駅、一部高架構造、既設区間増収効果 100％、都営加算運賃(20 円/km)）
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５．６ 事業評価から見た１２号線延伸の妥当性

１２号線延伸に関する事業評価として、「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル(２０１２

年改訂版)」（国土交通省）（以下「マニュアル」という。）に基づき費用便益分析を行った。

なお、事業評価は、収支計算結果（採算性検討結果）表５－２において、一部区間整備及び

全区間整備の中で採算性が良好であった「都営加算２０円／ｋｍ」のケース（全線地下構造・

一部高架構造共）を対象として行った。

表５－３ 便益算出結果（ケース２－２）

表５－４ 便益算出結果（ケース３－２）

○整備区間

光が丘駅～新座中央駅

○運営形態

上下分離方式

○加算運賃

大泉学園町以西を２０円／ｋｍ

○構造

全線地下構造及び一部高架構造

○整備区間

光が丘駅～新座駅

○運営形態

上下分離方式

○加算運賃

大泉学園町以西を２０円／ｋｍ

○構造

全線地下構造及び一部高架構造
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費用便益分析結果

・Ｂ／Ｃは、全ケースで「１．０」を上回った（min：1.30 max：1.78）。

・ＮＰＶは、全ケースで「０」を上回った（min：270 億円 max：669 億円）。

・ＥＩＲＲは、全ケースで「４．０」を上回った（min：5.59％ max：6.84％）。

・Ｂ／Ｃの値は、全区間整備＜一部区間整備であり、採算性（事業費の償還に要する期間）

の比較結果と相反した。

・Ｂ／Ｃの値は、全線地下構造＜一部高架構造であった。

表５－５ 費用便益分析結果（ケース１－２）

表５－６ 費用便益分析結果（ケース２－２）

上記結果は、設定した諸条件が達成されることが前提であることから、将来のまちづくりの計

画の具体化など、条件達成に向けた取組を積極的に進めていくことが必要である。

また、事業の妥当性については、費用便益分析結果のみならず、先述した「防災性の向上」と

いった効果なども含め、様々な視点から総合的に判断されるものである。

○整備区間

光が丘駅～新座中央駅

○運営形態

上下分離方式

○加算運賃

大泉学園町以西を２０円／ｋｍ

○構造

全線地下構造及び一部高架構造

○整備区間

光が丘駅～新座駅

○運営形態

上下分離方式

○加算運賃

大泉学園町以西を２０円／ｋｍ

○構造

全線地下構造及び一部高架構造
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５．７ 今後の課題

５．１～５．６で取り上げた事項を踏まえ、１２号線延伸の実現に向けた今後の課題と、その

解決に向けた取組について整理した。

⑴ まちづくりの推進

需要予測の前提とした「新駅周辺のまちづくり」については、現時点においてその計画が

具体化されていないものもある。今後は、鉄道整備との一体的な実施に向けて、新駅周辺の

まちづくりの計画の実現に向けた具体的なスケジュールの作成を始め、国、東京都及び埼玉

県との調整や企業誘致活動の実施等の取組を着実に進め、計画の熟度を高めていく必要があ

る。

→ ・まちの中心となる施設・企業の意向調査及び誘致活動の実施

・鉄道導入空間及び駅アクセス向上に資する道路計画の再検討等

・地元住民の意向把握、機運醸成

・面整備に必要となる関係機関との調整

・広域的な交通ネットワークの構築に向けた関係機関との調整

・災害時緊急輸送ネットワークの構築に向けた関係機関との調整

・各種調整等を踏まえた工程の作成

⑵ 鉄道整備に関する調査研究の深度化

１２号線延伸の実現性・計画熟度を高めていくため、本調査で設定した条件を含め、延伸

線整備を想定した諸条件等について、更なる調査研究を行っていく必要がある。

→ ・整備主体及び運営主体に関する関係機関との調整・協議

・まちづくりの計画と合わせた延伸ルート・構造の研究

・ライフサイクルコストを的確に把握するためのデータ収集

・鉄道整備による効果の検証、プロジェクト評価の深度化（事業による効果・影響の

評価、費用便益分析、採算性分析、事業の実施環境の評価の４つの視点からみた

総合評価）

⑶ 整備財源の確保

まちづくりと鉄道整備には多額の財源を要するが、地方自治体の予算において投資的経費

が縮小する傾向にある中で、整備財源の確保のための積立てや事業費圧縮の方策の検討等を

行う必要がある。

→ ・整備財源の積立て

・事業費圧縮に関する方策の研究

・活用可能な補助制度の検討・関係機関との調整（地下高速鉄道整備事業費補助、都市

鉄道利便増進事業費補助、社会資本整備総合交付金等）


